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 昭和 60 年度までの厚生省「川崎病に関する研究班」は厚生省心身障害研究の、乳幼児に

おける原因不明疾患に関する研究の分担研究であったが、昭和 61 年度からは独立した「川

崎病に関する研究班」として新しく発足した。 

 わが国における川崎病研究の重要性をより強く認識した国の評価の現われと考えられる

が、研究に携わるわれわれ研究者も、その責任の重さを強く感じ、国民の付託に応えるべ

く、心を新たにして、本研究班は発足した。 

 川崎病の問題点は、いうまでもなく、2 つある。第一は病因ならびに発病機序の解明で

あり、第二は治療並に管理の確立である。 


